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大船渡市総合計画 2021 後期基本計画（案）の概要  

１  策定の趣旨 

 大船渡市総合計画 2021 前期基本計画（以下「前期計画」という。）の計画期間に

おいて、当市を取り巻く社会環境は、国立社会保障・人口問題研究所の推計を下

回るペースでの人口減少の進行、新型コロナウイルス感染症を踏まえた生活様式

や働き方の変容、デジタル化の急速な進展など、目まぐるしく変化しています。 

 このような中、前期計画の計画期間が令和７年度に終了することから、新たに

令和８年度以降の５か年で取り組むべき各分野の基本的な方向性を示すため、大

船渡市総合計画 2021 後期基本計画（以下「後期計画」という。）を策定するもので

す。 

 

２  後期計画の構成 

⑴  基本構想【改定なし】 

 当市の将来のあるべき姿

を展望し、その実現に向け

た施策の大綱を示すもので

す。 

 後期計画においても基本

的には継承しますが、人口

構造や、社会全体のデジタ

ル化の流れなど、基本構想

そのものに影響を与えるよ

うな情勢の変化を踏まえ、

必要に応じて一部見直しを行う場合もあります。 

 

⑵  基本計画【後期計画策定】  

 基本構想の実現に向けた具体的な行政施策の体系及び内容を示すものです。 

 人口の将来展望に対応するための重層的な取組や、市民ニーズの多様化など、

市民生活や行政サービスに直接影響を与えるような生活環境の変化を踏まえ、適

宜、施策の見直しを行います（再編・統合等）。  

 

⑶  実施計画【毎年度見直し】 

 基本計画で定めた重点的取組事業や主要事業の内容や期間を計画するものであ

り、毎年度見直し（ローリング方式）を実施しています。 
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３  後期計画の施策体系 

 後期計画の施策体系は、基本構想との整合性の観点から、前期計画で設定した

現体系（24施策）を継承することを前提とします。 

 その上で、国の地方創生の新たな考え方（令和７年６月13日閣議決定「地方創

生2.0基本構想」）や市民の生活環境の変化、令和７年大船渡市大規模林野火災な

ど、今後に大きな影響を及ぼす特定事項への対応を踏まえ、必要な見直しを行っ

ています。 

 

施策の大綱 施策 前期計画からの変更 

①豊かな市民生活を 

実現する産業の 

振興 

①地域活力を担う水産業の振興  

②地域特性を生かした農林業の振興  

③にぎわいあふれる商業・観光の推進  

④地域経済を支える地場企業の振興  

⑤雇用の創出と安定  

②安心が確保された 

まちづくりの推進 

⑥ともに支え合う地域づくりの推進  

⑦子ども・子育て支援の充実 「結婚支援と」を削除 

⑧生涯にわたる健康づくりの推進  

⑨地域福祉の充実  

③豊かな心を育む 

人づくりの推進 

⑩学校教育の充実  

⑪生涯学習の推進  

⑫生涯スポーツの振興  

⑬地域の歴史・文化資源の継承  

④潤いに満ちた 

快適な生活環境の 

創造 

⑭適正な土地利用の推進  

⑮良好な生活空間の創造  

⑯交通・港湾物流ネットワークの充実  

⑤やすらぎある 

安全なまちづくりの

推進 

⑰自然災害対策の推進  

⑱市民生活に身近な安全の確保  

⑥自然豊かな 

環境の保全と創造 

⑲生活環境の保全  

⑳自然環境の保全  

㉑廃棄物処理対策の推進  

⑦新たな時代を切り拓く 

行政経営の確立 

㉒市民参画の拡充  

㉓質の高い行財政運営の推進  

㉔広域・大学連携の推進  
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４  策定に当たっての主な視点 

施策の大綱 主な視点 

①豊かな市民生活を 

実現する産業の 

振興 

・水産業・農林業・地場企業の発展に向け、加工・流通、起業、新

産業創出、人材育成などの取組を合わせて進めていくこと。 

・滞在して楽しめる観光づくりを進め、特産品の販路拡大や都市と

の交流ともあわせて取り組むこと。 

②安心が確保された 

まちづくりの推進 

・地域で支え合う仕組みを広げるとともに、若者が活躍できる場を

増やしていくこと。 

・子どもの成長支援と子育て環境の充実を一体で進め、切れ目のな

い支援を強めていくこと。 

・市民の健康づくりを進めるとともに、地域で必要な医療が受けら

れる体制づくりを進めていくこと。 

③豊かな心を育む 

人づくりの推進 

・学校・家庭・地域が連携し、児童生徒の学力・心・体の成長をよ

り確かなものにしていくこと。 

・生涯学習やスポーツの場と機会を広げ、より多くの人が参加でき

るようにしていくこと。 

・文化財や地域の歴史・文化を、守るだけでなく積極的に活用して

いくこと。 

④潤いに満ちた 

快適な生活環境の 

創造 

・道路・水道・公園、ICTなどの生活基盤を、人口の変化や財政状況

に応じて計画的に更新していくこと。 

・交通・港湾物流ネットワークの機能強化を着実に推進していくこ

と。 

⑤やすらぎある 

安全なまちづくりの

推進 

・地震・津波等のハード整備と、地域の防災体制の実効性を高める

取り組みを、併せて推進していくこと。 

・消防・交通安全・防犯・消費者支援などの日常の安全確保にかか

る取り組みを、着実に強化していくこと。 

⑥自然豊かな 

環境の保全と創造 

・市民一人ひとりの省エネや３Ｒの取り組みと連動させながら、生

活・自然環境の保全を進めていくこと。 

・河川・湾内の水環境や自然保全活動を継続し、地域特性を活かし

た保全を強化していくこと。 

⑦新たな時代を切り拓く 

行政経営の確立 

・市民参画の機会拡大と、広聴・広報の充実により、市政への理解

と参加を促進していくこと。 

・効率的・効果的な行財政運営と健全財政を徹底し、広域・大学連

携により施策の効果を一層高めていくこと。 
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【参考】後期基本計画  体系（案） 1 
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